
１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　

１　職員手当には退職手当を含まない。
２　職員数は、平成19年４月１日現在の人数である。

（３）特記事項 平成１６年４月１日新設合併

職員管理職手当５０％減額して支給
職員期末勤勉手当加算額５０％減額して支給
特殊勤務手当の見直し（廃止含む）
平成１９年４月１日から、地方自治法の改正に伴い副市長制を導入　収入役廃止
平成２０年７月１日から、機構改革に伴い公営企業部を新設

（４）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

特別職の職員で非常勤のものの報酬も年額・月額についても１％減額して支給

19年度

19年度
645 2,200,121

千円

24,056,693

人　

44,738

職員数 （参考）類似団体平均給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

5,201 6,032

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 一人当たり給与費　　計　　Ｂ

　　　　　千円人

277,422

千円

（参考）

区　　分

20.0

　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

Ｂ／Ａ

人 件 費 率区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

（平成19年度末）

西予市人事行政の運営等の状況について

　　　　　　Ｂ

人 件 費

　　　　　　　　　　　％

20.3

実 質 収 支

18年度の人件費率

　　　　　　％

528,156 4,803,398

　　　　　　Ａ

876,842

平成１８年４月１日から、市長、助役、収入役、教育長、議長、副議長、議員の給料を３％減額、更に
任期中暫定的な削減措置として３％減額して支給

千円 千円 千円

3,354,385

給与費 B/A

（注）
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100.7
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98.6
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西予市 類似団体平均 全国市平均

1



（５）給与改定の状況
①月例給

　　　

②特別給

　　　

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２０年４月１日現在）

　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　②技能労務職

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているのものではない。

― ― ―

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員　（C） 民間　（D） C/D

3,658 千円 4,170 千円 0.88

3,769 千円 3,130 千円 1.20

3,227 千円3,946 千円

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期
末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

1.22

区　　分

西 予 市

うち清掃職員

うち学校給食員

うち用務員

1.09

1.14

平均年齢

44.6 歳

53.9 歳

299,700 円44.5 歳

51.8 歳

51.2 歳

222,500 円

225,900 円

231,251 円

241,958 円

257,587 円

廃棄物処理業従業員

調理師

用務員

234,844 円

4784 人

5 人

13 人

222,140 円

238,766 円

251,808 円

15 人

326,500 円

284,679 円

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額であ
る。

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤
勉手当の年間支給月数である。

職員数

50 人

公務員
区　　分

平均年齢

―

平均給料月額

51.3 歳

―

平均給与月額
（国ベース）

242,887 円

348,434 円

―

316,383 円

対応する民間
の類似職種

―

―

35 人

481 人

国 48.9 歳

47.7 歳

46.4 歳

うち清掃職員

うち学校給食員

うち用務員

愛 媛 県

303,102 円

平成19年度

平成19年度

西 予 市

類 似 団 体

月

民間給与 公務員給与

43.3

国 41.1

区　　分

円

298,21041.8

平 均年齢

較差

A

割合　　　　　　A 支給月数　　　B A-B

月 月

B A-B

平均給料月額区　　分

西予市

愛媛県

0

月 月 月

年間支給月数

％

給　与　改　定　率勧　告

（改定率）

（参考）

％％

国　の　改　定　率区　　分

人事委員会の勧告

（　　　　　　　％）

円 円

（参考）

国　の　年　間勧　告

支　給　月　数

人事委員会の勧告

（改定月数）

較差民間の支給 公務員の

434,898

4.50

325,198

平均給与月額

（国ベース）

平均給与月額

329,760

類似団体 356,762

44.3 352,583

374,819329,780

387,506

386,561

　　　―325,113

325,939 円

243,633 円

234,236 円

241,958 円

257,587 円

―

平均給与月額
（A）

370,820 円

320,623 円 ―

民間

43.6 歳

平均給与月額
（B）

参考

A/B

――

0.78

―

―

―

―

―

―

―

―
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（2) 職員の初任給の状況（平成２０年４月１日現在）

円

円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２０年４月１日現在）

（注）１　西予市給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注）平成18年度に９級制から７級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）　

区　　分

　　　　　　　　人

７　　級

大　学　卒

区　　　　　分

172,940 円
181,200Ⅰ種

172,200

－

240,429

部長（総括部長）

６　　級 部長
　　　　　　　　人

9

高　校　卒

主査

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

５　　級 課長

１　　級

２　　級

主事補、主事

３　　級

４　　級 課長補佐

専門員、係長

高　校　卒

中　学　卒

201,010

－

区　　　　分

242,203一般行政職 大　学　卒

－

203,270

高　校　卒

高　校　卒技能労務職

168,220中　学　卒

　　　　　　　　人

21.1

構成比

87

135
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

　　　　　　　　％
19.3

172,940

1

　　　　　　　　人

272,717

46

西　予　市

　　　　　　　　％

140,702

137,789

125,939

経験年数２０年経験年数１５年

78

　　　　　　　　人

Ⅱ種

国愛　媛　県

95

140,702

136,183

Ⅲ種

324,891

140,100

243,994 290,925

標準的な職務内容 職員数

　　　　　　　　％
0.2

2.0

17.3

　　　　　　　　％

一般行政職

技能労務職

経験年数１０年

円

10.2

122,122

　　　　　　　　％

29.9

１級
21.1%

１級
22.5%

１級
23.3%

２級
19.3%

２級
17.4%

２級
18.2%

３級
29.9%

３級
29.3%

３級
28.0%

４級
17.3%

４級
17.4%

４級
17.4%

５級
10.2%

５級
10.6%

５級
10.2%

６級2.0% ６級2.4%
７級0.2% ７級0.4%

６級2.8%
７級0.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成20年の構成比 １年前の構成比 ２年前の構成比
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（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成19年度支給割合） （平成19年度支給割合） （平成19年度支給割合）

期末手当　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 役職加算  5～20％ ・ 役職加算  5～20％ ・ 役職加算  5～20％

・ 管理職加算 20～25％ ・ 管理職加算 10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　

（2) 退職手当（平成２０年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　無 ）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成19年度に退職した職員に支給された平均額である。

定年前早期退職特例措置　5～50％

22,285

41.34

現在、合併後の給与調整を実施しているため、勤務成績の評定は実施していない。
給与調整を早急に完了させ、人事評価制度導入に向け今後検討していく。

0.75

47.50

59.28

国

１人当たり平均支給額（19年度）

59.28

1,323

1.50

１人当たり平均支給額（19年度）

現在、勤勉手当については一律支給している。
今後、人事評価制度実施にあわせて勤勉手当への反映も検討していく。

0.75

33.50

23.50 30.55

定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算）

47.50

4,356

41.34

0.75

3.0

1.6 1.6

3.0

1.6

3.0 1.50

国

59.28

―

1.50

59.28

59.28 59.28

1,749

西　　　　予　　　　市

勧奨・定年自己都合

23.50 30.55

33.50

西　　　　　予　　　　　市 愛　　　　　媛　　　　　県

勧奨・定年自己都合
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 (3) 地域手当

（平成２０年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

(２２年度の制度完成時）

％ ％

％ ％

％ ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度                                                                          

　　から支給率を段階的に引き上げることとしている。       

 (4) 特殊勤務手当（平成２０年４月１日現在）

千円

　円

　％

院長の職にある者
医長の職にある者
医員の職にある者

手当の種類（手当数）

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度決算）

診療所に勤務する医師
の研究手当

生活保護業務員手当 福祉事務所に勤務する生活保護
の現業を行う社会福祉主事及び
査察指導員の現業職員

日額1,000円

野犬捕獲及び動物死体
処理危険手当

東部・西部衛生センター及びク
リーンセンターに勤務する職員

支給率

支給対象地域

支給対象地域

支給率

手当の名称

支給対象職員数

主な支給対象職員

22.6

国の制度（支給率）

支給実績（平成19年度決算）

左記職員に対する支給単価

325,793

62,878

0

国の制度（支給率）

7

1月につき当該医師の給料月
額の100分の70を超えない範
囲内において、市長が定める
額

医療研究

感染症患者若しくは感
染症の疑いのある患者
の診療、看護、救護又
は感染症菌附着した物
件若しくは附着の危険
がある物件の処理作業

月額4,000円
現業（外勤）従事及び査
察指導

野犬及び畜犬の捕獲業
務に従事及び並びに動
物（犬・猫・狸・狐）の死
体を処理した職員

別表

１日につき1,200円

月額6,000円

月額100万円を超えない範囲
内において、市長が定める額

0

支給実績（19年度決算）

診療所に勤務する医師
の特殊勤務手当

養護老人ホーム、特別養
護老人ホーム及びディ
サービスセンターに勤務
する職員の特殊勤務手
当

診療所に勤務する医師

野犬及び畜犬の捕獲業務に従事
及び並びに動物（犬・猫・狸・狐）
の死体を処理した職員

処理場勤務手当

別表

感染症疫病作業等に従
事する職員の特殊勤務
手当

感染症患者若しくは感染症の疑
いのある患者の診療、看護、救護
又は感染症菌附着した物件若しく
は附着の危険がある物件の処理
作業に従事した職員

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

ゴミ、塵芥処理業務

研究

主な支給対象業務

別表
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（平成２０年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（平成２０年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

（支給時期）

任期満了時

任期満了時

任期満了時

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

との異同
国の制度

69,079

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 19 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 19 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 18 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 18 年 度 決 算 ）

73,984千円

千円

千円

収 入 役

管 理 職 手 当

休 日 勤 務 手 当

扶 養 手 当

住 居 手 当

別表

243,824

167,655

211,080

　　（19年度支給割合）

（１期の手当額）

給料月額×在職月数×100分の27

給料月額×在職月数×100分の46

（算定方式）

－

給料月額×在職月数×100分の27

議 員

副 市町村長

市区町村長

副市町村長

給

料

退
職
手
当

備　　　　考

市 区町 村長

期
末
手
当

議 長

収 入 役

議 長

報

酬

議 員

副市町村長

副 議 長

副 議 長

市区町村長

8,724,672

区 分 給 料 月 額 等

249,000

（参考）類似団体における最高／最低額

259,000

千円

（19年度決算）

支給実績
異なる内容

98,505

千円

千円

44,094

56,705

（19年度決算）

69

支給職員１人当たり

71

平均支給年額

940,000

769,000

国の制度と

465,000

342,500

35,250

842,100

868,200

769,000

28,501

　　（19年度支給割合）

同じ

323,100

別表 同じ

別表

同じ

3.35

別表

605,800

通 勤 手 当

653,000

－

673,200

副 市 町 村長

収 入 役

同じ

産 業 教 育 手 当

内容及び支給単価手　当　名

353,100

313,300

433,600

－

420,500

180,000

7,851,168

249,000

598,000

660,000 554,400

230,000

200,000522,000

－

19,169,856

－

587,600

3.35

副 市 町 村長
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

［ ］ ［ ］ 人口1万人当たり職員数　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（平成20年４月１日現在）

　

合　　計

水 道

そ の 他

小　計

病 院

1,090

56

土 木

教 育 部 門

一
般
行
政
部
門

計

労 働
農林水産

総 務

民 生

議 会

商 工

衛 生

消 防 部 門

下 水 道 12 12

997

636

対前年
増減数平成20年平成19年

654

5

60 58
1 1

448

1,090

職 員 数

128
53
19

467

17

53

53

　　　　　　区　分

　部　門

税 務

普
通
会
計
部
門

37

127
60

小　計 343

欠員補充

75.06

▲ 3

▲ 19

▲ 5

▲ 2

保育士等の退職者不補充による減

事務の統廃合縮小

＜参考＞

217.26

▲ 7

＜参考＞

100.14

98.56

介護員等の退職者不補充による減
0

▲ 4113

0

972 ▲ 25

336

主 な 増 減 理 由

126
62

19

＜参考＞

看護師の退職者不補充による減

142.16

学校給食員の退職者不補充による減▲ 1

▲ 3195
19

▲ 2
0

123

0

▲ 18

2

192

0

117

0交 通

0

事務の統廃合縮小
35

▲ 5
▲ 2

0
108 103

5

事務の統廃合縮小

事務の統廃合縮小

事務の統廃合縮小

公
営
企
業
等

会
計
部
門

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

２年前の構成比

%
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(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）平成22年4月1日現在における定員管理の数値目標（数・率）

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

純減数

1,047 985 62

純減率

職員数 職員数

平成22年4月1日

公 営 企 業 職員数

等 会 計

職員数 1,047計 972 ―1,020 997

▲ 27 ▲ 23 ▲ 25 　　　　（　　％）

　　　　（　　％）

▲ 7 　　　　（　　％）

126

▲ 19

―

９８５人

58 60 62

▲ 16

▲ 2

467 448

▲ 1

一般行政

３年目１年目 ２年目

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

２０年１７年 １８年 １９年

計画始期

平成17年4月1日 平成22年 4月 1日

計画期間

数値目標
始　期 終　期

2 23 73 128 125

人
職員数

増 減

増 減

増 減

56

増 減

382

教　育

消　防 職員数

平成17年4月1日

98

55歳

人

―

　　　　（　　％）

2 2

増 減

職員数

11

2

▲ 8

127

職員数

137 129

472 483

▲ 32

336350

▲ 7

343 ―

99 88 87

　　　　（　　％）

―

5.9

（参考）

計 数値目標

17年～22年

43歳 47歳 51歳

人 人人

39歳31歳

人人 人

27歳

人 人

36歳

～ ～ ～ ～ ～

56歳 60歳

～

40歳32歳20歳 20歳

～

28歳

35歳

～

区　分

未満

～ ～

24歳

23歳

計

44歳 52歳48歳

971137 110 1

人人 人

59歳 以上
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（４）特殊勤務手当（平成２０年４月１日現在）別表

１箇月

１箇月

１箇月

１箇月

１箇月

入所者の処遇に直接従事する者（機能訓練
指導員）

入所者の処遇に直接従事する者（看護師）

入所者の処遇に直接従事する者（介護員）

入所者の処遇に直接従事する者（生活指導
員）

入所者の処遇に直接従事する者（介護支援
専門員）

特別養護老人ホーム
の業務に従事する職
員

入所者の処遇に直接従事する者（介護員）

入所者の処遇に直接従事する者（指導員）

デイサービスセンター
の業務に従事する職
員

支給期間

月給×５／１００ １５，０００円限度

月給×５／１００１箇月 １５，０００円限度

月給×６／１００ １５，０００円限度

８，０００円

１５，０００円限度月給×４／１００

月給×４／１００ １５，０００円限度

１５，０００円限度

５，０００円

従事者１
人
１回

２，０００円

１箇月 月給×８／１００

金額

養護老人ホームの業
務に従事する職員

１箇月 ８，０００円

入所者の処遇に直接従事する者（介助員、看護師、生活指導員）

入所者の処遇に直接従事する者（主任介助員）

入所者の遺体処理に直接従事する者

１箇月

職務の種類 職務の内容

9



（6）その他の手当（平成２０年４月１日現在）別表

・ 配偶者 13,000円
・ 配偶者以外 6,500円
・

11,000円

・家賃の月額から12,000円を控除した額

使用距離が片道5km未満
 5km以上10km未満
10km以上15km未満
15km以上20km未満
20km以上25km未満
25km以上30km未満
30km以上35km未満
35km以上40km未満
40km以上45km未満
45km以上50km未満
50km以上55km未満
55km以上60km未満
60km以上

支給単価内容

円
円
円
円24,500

2,000 円

円
円
円
円
円
円
円20,900

21,800
22,700
23,600

11,300
13,700
16,100
18,500

4,100 円
6,500
8,900

〃
〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃

職員の居住する借家・借間A

A 交通機関等の利用者

①月額23,000円以下の家賃を支払っている職員

B

通勤のため、交通
機関等を利用して
いる職員又は自動
車等を使用してい
る職員等に支給

国の制度
と異なる
内 容

国の制
度との
異 同

－同

－同

同 －

B

配偶者のない職員の扶養親
族のうち１人

満15歳に達する日後の最初の年度初め
から　満22歳に達する日以降の最初の年
度末まで　の子１人につき5,000円を加算

手当名

扶養親族のある職
員に支給

②月額23,000円を超える家賃を支払っている職員

・家賃の月額から23,000円を控除した額の1/2（その控除し
た額の1/2が16,000円を超える時は16,000円）を11,000円に
加算した額

その所有に係る住宅に居住している職員で、世帯主である

・月額2,500円(新築また購入の日から起算して5年間）

・運賃相当額。ただし運賃相当額が45,000円を超える場
合は、45,000円にその超える額の1/2（5,000円を限度）を
加算した額

自動車等の使用者

通勤手当

住居手当 自ら居住するため
の住宅等を借り受
け、家賃等を支
払っている職員又
はその所有に係る
住宅に居住する職
員で世帯主である
もの等に支給

扶養手当
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管理又は監督の地
位にある職員に対し
て支給

　事務局次長

　消防長

　課長・支署長・署長・次長

　課長補佐・支署長補佐・署長補佐
28,200

教育委員会の事務部局

農業委員会の事務部局

消防長の事務部局

監査事務局長

　部長

　本庁課長

　課長・図書館長

28,200

　主幹
33,300

41,100
　事務局長

課長・特別養護老人ホーム施設長・養護老人
ホーム施設長・つくし苑事務長

主幹

41,100

33,300

28,200

市町の事務部局

議会の事務部局

　事務局長

総務企画部長

部長、会計管理者、総合支所長

本庁課長　（６級）

本庁課長

課長補佐・室長・保育園長・保育所長・施設長・館長
補佐・特別養護老人ホーム施設長補佐・養護老人
ホーム施設長補佐・次長・診療所事務長

－

51,700

51,700

同

41,100

33,300
　主幹

管理職手当

28,200

51,700

47,600

45,000

45,000

　事務局次長

54,100

51,700

28,200

41,100

45,000

33,300

　事務局長

　主幹

　課長補佐・給食センター所長・館長補佐・指導主事
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